
福山市介護職員研修費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，介護職員初任者研修（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令

第３６号）第２２条の２３に規定する介護職員初任者研修課程をいう。以下「初任者

研修」という。）の受講費及び介護職員実務者研修（社会福祉士及び介護福祉士法（昭

和６２年法律第３０号）に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又

は都道府県知事の指定した養成施設が行う介護福祉士として必要な知識及び技能を

修得することを目的とした研修をいう。以下「実務者研修」という。）の受講費につ

いて，対象経費の一部に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし，福山

市補助金交付規則（昭和４１年規則第１７号。以下「規則」という。）に規定するも

ののほか，必要な事項を定めるものとする。 

 （補助の対象） 

第２条 この補助金は，「別紙 福山市介護職員研修受講費補助実施要領」（以下「要領」

という。）で定める事業者が，その従業者に初任者研修及び実務者研修を受講させた

際に負担した経費のうち，研修を修了した従業者に係るものを対象とする。 

 （補助金の額） 

第３条 これらの補助金の交付額は，研修受講修了者１人当たり，別表の区分ごとに，

補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて

得た額（千円未満の端数が生じた場合には，これを切り捨てるものとする。）とする。 

 （補助金の交付） 

第４条 補助金の交付については，要領に基づき実施するものとする。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は，補助金を申請する前に，あらかじめ登録を行

わなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する者は，これを行うこと

ができない。 

 (1) 暴力団員等（福山市暴力団排除条例（平成２４年条例第１０号）第２条第３号に

規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）に該当する者 

 (2) 暴力団（福山市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員等の統制下にある者 

 (3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(4) 本市に納付すべき市税，国に納付すべき消費税及び地方消費税を滞納している者 

３ 前項の登録を行い，補助金の交付を受けようとする者は，申請書等を，別に指定す

る日までに市長に提出しなければならない。 

４ 市長は，前項の規定により補助金の交付申請があった場合は，当該申請書を審査し，

適当であると認めたときは，補助金の交付の決定及び額の確定を行うものとする。 

５ 規則第１１条に規定する事業報告書の提出は，要しないものとする。 



 

 （交付の条件） 

第５条 これらの補助金の交付の決定には，次の条件が付されるものとする。 

 (1)補助金に係る関係書類の保存については，収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え，かつ，当該収入及び支出についての証拠書類及び帳簿を事業の完了の日の属す

る会計年度の終了後５年間保管しておかなければならない。また，証拠書類等の保

管期間が満了する前に補助事業者が解散する場合は，その権利義務を承継する者

（権利義務を承継する者がいない場合は市長）に当該証拠書類等を引き継がなけれ

ばならない。 

 (2) これらの補助金と重複して，他の法律又は予算制度に基づく国又は地方公共団体

の負担又は補助を受けてはならない。 

 （補助金の支払） 

第６条 補助金の支払を受けようとするときは，請求書を市長に提出しなければならな

い。 

 （雑則） 

第７条 規則及びこの要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

 

  附 則 

１ この要綱は，２０２３年（令和５年）４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第３条関係） 

区分 補助基準額 補助対象経費 補助率 

介 護 職 員

初 任 者 研

修 

介護職員初任者研修

を受講する従業者又

は従事予定者１人当

たり６０，０００円 

次のいずれかに該当する経費 

（ただし，補講に要した経費は除く） 

・補助事業者が負担した受講料及びテ

キスト代 

・従業者が負担した受講料及びテキス

ト代に対して給付された研修費（給与・

賃金・諸手当等と明確に区別されたも

の） 

 

 

 

１／２ 

介 護 職 員

実 務 者 研

修 

介護職員実務者研を

受講する従業者又は

従事予定者１人当た

り８０，０００円 

 


